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2 月 26 日 奈良県障害者福祉連合協議会の要望について奈良県から回答 
 

当日の回答文書は、担当課から提出された回答を障害福祉課が窓口となってまとめて提出されました。10

項目の要望に対する回答は、各担当課が回答書に基づいて説明されました。紙面の都合から、まほろば会

から発言した要望項目を中心に、A：回答要旨とQ：質問意見の要旨を報告します。 
 

① 奈良県障害者施策推進協議会等に障害のある人、

とりわけ精神障害者や知的障害者などの当事者を

参加させてください。   
 

A：障害福祉課 地域サービス基盤の課題を踏まえ

て整備を進めていく役割を担う自立支援協議会の

委員として、今年度から新たに当事者の方に就任

していただいた。他の協議会についても検討する。 
 

Q：障害者の基本施策を話し合う障害者施策推進協

議会にどうして当事者が参加できないのでしょう

か。精神と知的は家族が参加していると言われて

きたが意見が一致しないことがある。障害者権利

条約の基本は障害者のことは障害者抜きに決めな

いでくださいです。引き続き検討してください。 
 

② 今年度から、相談体制として統括アドバイザー,

地域アドバイザーが配置されました。どのように

機能しているか、相談件数・内容を含め明らかに

してください。また、各市町村の基幹相談支援セ

ンターの設置状況と設置にむけての支援について

も教えてください。    
 

A：障害福祉課 地域アドバイザー２名には、市町

村における基幹相談支援センターの設置促進や地

域自立支援協議会への出席、市長村に対するヒア

リング等を実施している。地域をまたがる広域的

な課題については統括アドバイザーを中心に市町

村への助言を行っている。 基幹相談支援センタ

ーは、現時点で２市町に設置されているが全国最

下位である。各アドバイザーと連携しながら市町

村の設置促進に向けてヒアリングを行っている。

来年度は 3 市に設置を見込んで、好事例となる質

の伴った基幹相談支援センター設置を考えている。 
 

Q：県が制定した寄り添い続ける条例の具体策とし

て市町村に基幹相談支援センターの設置を考えて

おられると思うが、奈良市の基幹相談支援センタ

ーは障害の特性に対応できる相談員が配置されて

おらず、相談者に寄り添う支援とはほど遠いと思 

う。質の伴った基幹相談支援センターに期待します。 

 

③ 奈良県下の「旧優生保護法」の被害者補償の状

況を、件数も含め教えてください。個別通知等、

全ての被害者に保障が届くための具体的施策の実

施・検討状況を教えてください。県としてこの問

題の歴史的な検証や総括を行ってください。 
 

A：健康推進課 奈良県では、2025 年 1 月から

10月末日まで補償金9件と人工妊娠中絶一時金3

件、合計12件の請求があった。その内、補償金6

件と人工妊娠中絶一時金 2 件、合計 8 件が認定さ

れている。本制度の周知については、県広報誌へ

の掲載やリーフレット・ポスターの医療機関への配布

など周知を図っている。個別通知については、一

時金を受け取られた方へ通知した。なお、県で保

管する文書から対象となりうる方には、現在の状

況を確認する予定です。その上で通知を検討する。       
 

④ 障害のある人の医療を充実させるために、以下

のことを県として行ってください。 ・障害者に関

わる医師・看護師、とりわけ精神科の医師や看護

師の確保や養成をお願いします。 
 

A：医師看護師確保対策室 県は医師の診療科間及

び地域間の偏在に対応するため、奈良県立医科大

学の新入学生を対象に「緊急医師確保就学資金貸

付金」の奨学金制度を実施している。卒業後の一

定期間を医師が不足する特定の診療科等で勤務す

れば返還債務が免除される。この対象となる診療

科は医師の不足状況を踏まえ適宜見直している。

2018 年度には精神科のうち特に急増する児童の

精神疾患に対応するため「児童精神分野」を対象

に追加し、2025 年度に 8 人の児童精神分野の医

師を配置した。    
 

Q： 精神科の初診は、半月から1ヶ月待たないと診

てもらえない状況が続いている。検討してほしい。 
 

⑤  精神障害者への施策を進めてください。  

A：疾病対策課 仮称「自立支援センター」の設置

など 3 項目について回答されたが、その内容は昨

年 11 月 4 日に疾病対策課と懇談した時と基本的

に同じ内容でしたので省略しました。
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支え合う街づくりのために 

自分の暮らす街に税を納めましょう！ 
 

東京都連副会長の轡田秀夫さんが、現在のふる里納税は「官製通販」と問題指摘 
 

昨年 12月の都連会報「つくしだより」の編集

後記で、轡田秀夫さんは現在のふるさと納税につ

いて、次の通り具体的な問題指摘をされました。

私もその通りだと思いました。 

第一の問題は、この制度の趣旨は、ふるさとを

支援するために寄付をするというものです。とこ

ろが、実態は本来のあり方とはかけ離れ、お得な

「官製通販」となってしまっていることです。 

第二の問題は、実態は、返礼品目当てで寄付す

る人がほとんどで、自治体はこの返礼品等の費用

で、残る歳入に充てられる分は半分強にしか過ぎ

ないという点です。 

第三の問題は、本来自分が居住する自治体に入

るべき税収が、この寄付行為により減収になって

しまうということです。このため、本来行われる

べき行政行為ができなくなってしまっています。 

第四の問題として、住民税を多額に納付してい

るような高所得者は、住民税が大きく減額されま

すが、住民税非課税のような低所得者にはメリッ

トがないということです。 

私は、区に対して予算要望などをしていますの

で、立場上区の歳入を減じるようなふるさと納税

はしないと決めています。 

 

奈良市が「しみんだより」で≪自分の暮らす街へのふるさと納税≫を掲載 
 

轡田さんのふるさと納税に対する問題指摘を読

んだ数日後、「ふるさと納税で奈良市を育てる」巻

頭特集が掲載された奈良市の公報・「なら しみん

だより」12月号が届きました。 

この特集では、「自分たちのまちにふるさと納税

ができることを知っていますか。今こそ、納める

だけではないまちを育てるための『選択』をしま

せんか」との呼びかけと共に、過去 10年間の奈

良市へのふるさと納税の寄付額と流出額がグラフ

で示され、2024年度では、市への寄付が 8億 9

千 4百万円、市外への寄付が 41億 1千８百万円

と増え続ける現状から、医療設備の充実事業や犬

猫殺処分 ZEROプロジェクト事業等など応援した

い事業に投資することができる奈良市への寄付が

呼び掛けられました。 

さらに巻末の市長コラムでは、仲川げん市長が

ふるさと納税の特集に触れ、これまでは返礼品に

よる「お得合戦」の側面が強調されがちでした

が、自分の故郷や応援したい自治体への寄付とい

う本来の制度趣旨に立ち戻る提案です。実はあま

り知られていませんが、自分の納めた税金の使い

道を納税者自らが直接選べる奈良市へのふるさと

納税への協力と大幅な流失超過の立て直しを訴え

られていました。 
 

自分たちの暮らす奈良県と県内 39市町村への納税に協力をしましょう 
 

私の住む奈良市は、2003年から身体障害、知

的障害と同等に精神保健福祉手帳所持者への奈良

交通バスの市内区間の運賃を無料とする助成を。

さらに、７０歳以上の高齢者には、市内区間で 1

回の自己負担が 100円で利用できる助成が実施さ

れています。さらに、2017年 1月から精神保健

福祉手帳 1級、2級所持者への医療費助成を県に

合わせて実施されました。 

奈良県は、前荒井奈良県知事が 2014年 10月

から精神保健福祉手帳 1級、2級所持者への医療

費助成の実施を決断、2017年 4月には 39の全

市町村が県に合わせて（天川村は３級まで）実現

しました。予算が決まってお礼に訪問した時、荒

井知事は「奈良県を障害者が日本で一番生活しや

すい県にしたい」と抱負を話してくれました。県

会議員の皆さんや市町村長など多くの皆さんが医

療費助成の必要性を理解し、協力してくれまし

た。引き続き、アウトリーチチームの創設や本人

の自立に向けた支援の実現など多くの課題があり

ます。私たち精神障害者の家族をはじめ支援者の

皆さんと共に自分たちの暮らす奈良県と県内 39

市町村への納税に協力をしていきたいと思いま

す。
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～ ２月家族会活動短信 ～ 
 

★ともしび会  2/15 21名 奈良市総合福祉

センターと基幹相談支援センターより講師を

お招きし、疾患を持つ方の回復段階に応じた

福祉サービスの活用について学びました。具

体的な事例に沿うことでサービスの知識を深

めることができました。 

★ひだまり会  ２/21 会員9名 見学者3名 

萌の生駒エリア３施設利用者の合同新年会

(2/6)、市民活動推進センターらら祭りへの

バザー品出店(2/1)、ひだまりクローバー主

催の当事者のトーク＆ライブ(1/25)など、

他団体開催のイベントに積極的に参加、協力

して交流を深めました。   

★天理こころの会  2/11 9名 今後の家族

会活動について話し合いの後、新しい会員の

方の悩みや困り事をお聞きしました。 

★西和家族会 2/28 5名 まほろば会連絡会

の報告と次年度の総会資料を確認。1/29ハ

ートランド看護専門学校で家族の体験発表に

4名（内他の家族会1名）、西和7町障害者等

協議会くらし部会（1/28)、西和7町地域生

活支援事業の学習会(2/17)4名参加しまし

た。 

★すみれ会  ２/15 7名  見学者１名 まほ

ろば会連絡会の報告後、親亡き後を心配され

て参加された方と話し合い、相談支援事業所

「なっつ」に相談することをすすめました。

今年4月から例会の会場が大和高田市中央公

民館の老朽化で、ゆうゆうセンターに変わる

ことになりました。   

★のぞみ会  2/1 8名 河地秀夫氏（社会保

険労務士）の「障害年金ってなに  」をテー

マに福祉講座にて受講(1/30)した件にて話

し合いました。 

★松葉会  2/4 5名 病院のホームページが

刷新され家族会の紹介ページもとても見やす

くなりました。皆で確認して感激する。ま

た、近況報告を行い、相談・共感・新たな発

見等に繋がる事も。 

★あらくさ会  2/21  9名 まほろば会総会講

演についてあれこれと話し合い、提案も出ま

した。交流会は、親は高齢による体力の衰え

への備え、当事者も中年になり病気が出てき

ている状況、医療中断への対応などを話し合

いました。 

＊休会 さくら会・こすもす会 

 

まほろば連絡会・家族会の開催予定 

家 族 会                  ３  月       ４  月 

まほろば会 14 日(土)13:30 大和郡山市市民交流館 11 日(土)13:30 大和郡山市市民交流館 

ともしび会  15日(日)13:30  はぐくみセンター 19 日(日)13:30     はぐくみセンター 

ひだまり会 21 日(土)13:30       ららポート 18日(土)13:30   コミュニティセンター 

さくら 会           休 会 19 日(日)13:30  三の丸会館 

天理こころの会  11 日(水)13:30   桑サロン            未 定 

西和家族会  28 日(土)13:30  王寺町やわらぎ会館 25 日(土)13:30  王寺町やわらぎ会館 

すみれ会  15 日(日)         新年会 19 日(日)13:30     ゆうゆうセンター 

のぞみ会  8 日(日)13:30 奈良県心身障害者福祉センター 12 日(日)13:30   青垣生涯学習センター 

こすもす会 19 日(木)13:30地域活動支援センターのどか 16 日(木)13:30地域活動支援センターのどか 

松葉会   11 日(水)13:30 やまと精神医療センター 日程は未定  馬見丘陵公園 お花見 

あらくさ会  21 日(土)10:30 吉田病院きずなルーム 18 日(土)10:30  吉田病院きずなルーム 


